
平成２７年度ＨＡＣＣＰ普及・推進事業実績 
 
１ 平成２７年度ＨＡＣＣＰチャレンジセミナー＆相談会 

（１）事業概要 

   食品製造事業者等のＨＡＣＣＰに対する理解を深め、ＨＡＣＣＰ普及を 

推進することを目的とし、別添資料３-１「平成２７年度ＨＡＣＣＰ  

チャレンジセミナー＆相談会実施要領」に基づき、平成２７年度新規の

事業として、千葉県、千葉市・船橋市・柏市の共催で実施した。 

 

（２）実施状況 

【第１回セミナー】 

１日目 平成２７年４月２１日（火） 県教育会館 

２日目 平成２７年６月 ２日（火） 県教育会館 

３日目 平成２７年７月 ７日（火） 県教育会館 

４０事業者 

【第２回セミナー】 

１日目 平成２７年７月２８日（火） きぼーる 

２日目 平成２７年８月２５日（火） きぼーる 

３日目 平成２７年９月１８日（金） きぼーる 

３４事業者（３事業者重複）  

【第３回セミナー】 

１日目 平成２７年１０月２１日（水） きぼーる 

２日目 平成２７年１１月２５日（水） きぼーる 

３日目 平成２７年１２月１６日（水） きぼーる 

３４事業者（３事業者重複）  

【第４回セミナー】 

１日目 平成２８年１月１５日（金） きぼーる 

２日目 平成２８年２月１２日（金） きぼーる 

３日目 平成２８年３月１１日（金） きぼーる 

    ３９事業者（５事業者重複）  

                  合計 １３２事業者  

 

 

  

資料３ 
（千葉県におけるＨＡＣＣＰの普及・推進事業） 



 （３）セミナーアンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【セミナー全般について】 

・質問・相談しながら演習する時間を設けていたセミナーなので、とても理解

しやすかった。 

・もう数社の HACCP 導入例（体験談）を聴けたら良かった。 

（出来れば中小企業 50名以下） 

・実践経験のある方の意見が聞けて、普段悩んでいるところが解決した。 

・業種や会社・工場の規模などによって、やるべきことが変わってくるので、 

それに応じてもっと詳しく話を聞きたかった。 

・記録書類が充実していてよかった。 

・各手順書類、文書類が必要なはずだが、省略されていて取り組みやすい内容 

だった。 

・少人数制で同じような業種や規模の人たちだけで、じっくり話し合いをしな 

がら受講できるようなセミナーがあれば参加したい。 

・HACCP を既に導入している事業者の方に、実際のポイントを教えていただけ 

ると良い。 

 

【HACCPシステムについて】 

・CCPの設定と OPRP の設定、判別が難しかった。 

・工程管理のみで品質を担保する難しさを感じた。 

・7原則 12手順が理解できた。 

回答　　57 事業者
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⑤　難しい

⑥　その他

※１事業者⑥のみ回答

①　導入出来そう

5

②　導入済み

③  一部でも導入を進める方向で検討する

④  導入したいが、どのように進めてよいか迷っている

セミナーアンケート調査結果（一部抜粋）

Ⅰ　本セミナーを受ける前からのHACCPの認知度

①　知っていた

②　何となく聞いたことはあった

③　知らなかった

Ⅱ　本セミナー受講後、HACCP導入について
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・すべての検査・検証が予算や時間的に難しい場合、別の方法としてこうして 

いるという企業の方のアドバイスが欲しかった。 

 

【相談会について】 

・テキストに添加物製造業の HACCP導入例がなかったが、個別に相談にのって

いただけて良かった。 

・相談に乗ってくれた方の会社規模が違いすぎて、自分達の現状や悩みを十分 

理解してもらうことができなかった。 

・相談会で、近い業種の方と話ができ、参考になった。 

 

【その他】 

・（HACCP工場の）見学させていただくとありがたい。 

・千葉県としても「認証」をできるようにしていただけるとさらに参加会社が

増えるのではないかと思う。 

・HACCP を導入するにあたって、分からないこと等がいつでも質問できる場を

設けて欲しい。（メール等） 

・一般衛生管理プログラムの重要性を改めて認識した。 

 

 

２ 千葉県地域連携 HACCP 導入実証事業（モデル事業） 

（１）事業概要 

   県が主体となり、ＨＡＣＣＰの導入を希望する中小規模の事業者をピッ 

クアップし、コスト等事業者にかかる負担が少ない導入方法を検討し、モ

デル例を示すことにより、より広くＨＡＣＣＰを普及・推進することを目

的とし、別添資料３-２「平成２７年度地域連携 HACCP 導入実証事業実施

要綱」に基づき、厚生労働省の委託事業として実施した。 

 衛生指導課、管轄する健康福祉センターによる現地視察を行うとともに、

厚生労働省、関東信越厚生局等関係機関と報告会を実施し、ＨＡＣＣＰプ

ランの作成、導入、運用について検討・支援した。 

（２）支援対象事業者  

魚介類加工業（中小規模） ２事業者 

スープ製造業（中小規模） ２事業者 

   

  



３ 職員研修（ＨＡＣＣＰに係る食品衛生監視員研修） 

（１）対象 健康福祉センター及び食肉衛生検査所に所属する食品衛生監視員  

（２）受講者 ４４名 

（３）日程 

座  学 １日 平成２８年２月１７日（水） 

実地研修 １日（計４回） 

平成２８年２月２３日（火） ㈱神戸屋【菓子製造業ほか】 

平成２８年３月 １日（火） ㈱洋菓子のヒロタ【菓子製造業ほか】 

平成２８年３月１０日（木） 米屋株式会社【菓子製造業】 

平成２８年３月１７日（木） ㈱食研【そうざい製造業】 

 （４）内容  

ＨＡＣＣＰの普及、確認票に関する講義・演習 

      ＨＡＣＣＰ導入済施設における実地研修 



 
別紙  

平成２７年度ＨＡＣＣＰチャレンジセミナー＆相談会実施要領  
 
１ 目的  

「千葉県食品衛生法施行条例」に危害分析・重要管理点方式（以下

「HACCP」という。）を用いて衛生管理を実施する基準が規定されたこと

から、食品製造事業者等を対象に HACCP の理論・手法及び実践方法につい

ての理解を深めるためのセミナーを開催し、HACCP 導入を推進することを

目的とする。  
   
２ 実施方法  
（１）対象者  

県内（千葉市、船橋市、柏市を含む）に事業所のある食品製造事業者、

給食施設、弁当屋、仕出し屋  
（２）申込方法  
   ・別紙申込書による  
   ・受講回数、時期に制限なし（いつでも何度でも可）   
（３）開催日時  
   第１回セミナー  
    １日目 ４月２１日（火）10:00～16:00 
        ２日目 ６月 ２日（火）10:00～16:00 
    ３日目   ７月 ７日（火）10:00～16:00 
   第２回セミナー（第４木曜日を予定）  
    １日目 ７月中     10:00～16:00 
        ２日目 ８月中     10:00～16:00 
    ３日目   ９月中     10:00～16:00 
   第３回セミナー（第４木曜日を予定）  
    １日目 １０月中    10:00～16:00 
        ２日目 １１月中    10:00～16:00 
    ３日目   １２月中    10:00～16:00 
   第４回セミナー（第４木曜日を予定）  
    １日目 １月中     10:00～16:00 
        ２日目 ２月中     10:00～16:00 
    ３日目   ３月中     10:00～16:00 
（４）参加費用  
   ・無料  
     
３ 主催：千葉県  

共催：千葉市、船橋市、柏市  
 
４ 開催場所  
   千葉県教育会館他  
 
５ 講習内容  
   別紙２講習会カリキュラムのとおり。  

資料３-１  



　　　　　　　　別紙２

日　　　　　時 内　　　　　　　　　　容 講　師　等

第１日目 ○講義

10:00～16:00 開会あいさつ 千葉県衛生指導課長

HACCPの概要と導入の意義

【手順１】HACCPチームの編成

【手順２】製品説明書の作成 　　千葉県、千葉市、

【手順３】意図する用途及び対象となる消費者の確認 船橋市、柏市

【手順４】製造工程一覧図の作成

【手順５】製造工程一覧図の現場確認

　　　　　　　　　昼　　食

○手順１～５の演習 　　千葉県、千葉市、

○相談会 船橋市、柏市

第２日目 ○講義

10:00～16:00 　　千葉県、千葉市、

船橋市、柏市

　　　　　　　　　昼　　食

○手順６の演習 　　千葉県、千葉市、

　　　　　　平成２７年度ＨＡＣＣＰチャレンジセミナー＆相談会カリキュラム

【手順６】危害要因の分析

○手順６の演習 　　千葉県、千葉市、

○相談会 船橋市、柏市

第3日目 ○講義

10:00～16:00 【手順７】重要管理点（CCP）の決定

【手順８】管理基準（CL）の設定

【手順９】モニタリング方法の設定 　　千葉県、千葉市、

【手順１０】改善措置の設定 船橋市、柏市

【手順１１】検証方法の設定

【手順１２】記録と保存法の設定

　　　　　　　　　昼　　食

○手順７～１２の演習 　　千葉県、千葉市、

○相談会 船橋市、柏市



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜このセミナーについてのお問合せ先＞ 
千葉県健康福祉部 衛生指導課 食品衛生監視班（TEL:043-223-2626） 

 

 

HACCP は気になるけど、 
「難しい」 
「費用がかかる」 
「中小企業にはできない」 
「人が少ないから無理」 

こんな風に考えている方に 

お知らせです！！ 

県では、食品事業者の皆様に、もっと HACCP を知って、実践していただくために、

セミナーを開催します。 

このセミナーは、厚生労働省で作成した「食品製造におけるＨＡＣＣＰ入門のための手引書」を使用して、 

ＨＡＣＣＰの１２手順を３日間に分けて学んでいただくもので、今回は、第１回セミナーの御案内です。1日だけの

参加も可能です。なお、今年度は、別途３回のセミナーの開催を予定しています。 

これまでＨＡＣＣＰを導入しようとしたけれど、自分の施設では難しいと考えられていた事業者のみなさま、 

ＨＡＣＣＰ導入の第１歩を踏み出してみませんか。 

また、会場では HACCP 導入に関する相談会も開催します。 

平成 27 年度  第 1 回 

 

【第１回セミナー】 

１日目 ４月２１日（火）１０時～１６時 県教育会館 本館３０３ 

２日目 ６月 ２日（火）１０時～１６時 県教育会館 本館６０４ 

３日目 ７月 ７日（火）１０時～１６時 県教育会館 本館６０４ 

※ カリキュラム、会場案内図は裏面を参照ください 

※ 講師：県、千葉市、船橋市、柏市職員 

（予定） 

第２回セミナー ７，８，９月 

第３回セミナー１０，１１，１２月 

第４回セミナーH２８年１月，２月，３月 

【第 1 回セミナーの申込方法】 ※第２～４回セミナーは後日、改めて申込を受け付けます。 

申込方法：別紙申込書に必要事項を記載し、衛生指導課まで FAX（043-227-2713）    

してください 

申込期限：平成 27 年４月 14 日（火） 

※ 希望者が定員（80 名）を超えた場合は、第２回セミナー以降の受講となる場合があります。 

 その際は、直接ご連絡いたします。 



【カリキュラム】 

1 日目 

 

4 月 21 日（火） 

10 時～16 時 

講義 

 HACCP の概要と導入の意義 

 【手順 1～5】の説明 

HACCP チームの編成、製品説明書の作成、製造工程一覧図の作成、等 

（ 昼 食 ）  

演習 【手順 1～5】の演習 

相談会 

2 日目 

 

6 月 2 日（火） 

10 時～16 時 

講義 【手順 6】危害要因の分析 

（ 昼 食 ）  

演習 【手順 6】の演習 

相談会 

3 日目 

 

7 月 7 日（火） 

10 時～16 時 

講義 

 【手順 7～12】の説明 

重要管理点（CCP）、管理基準（CL）、モニタリング方法、改善措置、   

検証方法、記録・保存の設定、等 

（ 昼 食 ）  

演習 【手順 7～12】の演習 

相談会 

 

【千葉県教育会館案内図】 

 
会場はこちら 



FAX 送付先：千葉県健康福祉部 衛生指導課（FAX ０４３-２２７-２７１３） 宛 

受講申込書 

事業所の名称  

参加者氏名         ①                        ② 

＊会場の都合上、1 事業所あたり 2 名まででお願いします 

事業所の住所  

連絡先 TEL 
（平日昼に連絡の取れる番号） 

 

FAX  

E ﾒｰﾙアドレス  

相談会への          ４月２１日（火）  ・  ６月２日（火）  ・  ７月７日（火） 

出席希望                  ＊ 希望日に○をつけて下さい 

 

＊ 第 1 回セミナーの「１日目のみ」、または「１日目と 2 日目のみ」受講の場合は、その旨を下欄に御記入  

ください。受講できない所は、第 2～4 回セミナー各日の該当のカリキュラムの日に受講いただきます。 

＊ 第 2～4 回セミナーに参加を御希望の方は、その旨を御記入ください。 

 

 

 

 

 

会場の準備がありますので、必ず事前にお申込みのうえ、ご来場ください。 

相談会へ御出席の方は、相談内容を御記入ください（具体的に） 






